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密漁の取締り状況について 

 

    

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

１ 第一管区海上保安本部における漁業関係法令違反送致状況 

   平成２３年から平成２７年までの５年間における全管区での送致件数のうち、漁業関

係法令違反が約３割（３６，５２６件中１２，３７１件）を占めているところ、第一管

区海上保安本部での送致件数のうち、漁業関係法令違反送致件数は約６割（３，６２３

件中２，１５０件）を占めております。 

    また全管区での漁業関係法令違反送致件数の２割近く（１２，３７１件中２，１５０

件）を第一管区海上保安本部の送致件数が占めており、他管区と比較して第一管区海上

保安本部管内における漁業関係法令違反の取扱いの割合が大きいといえます。 

 

２ 非漁民違反割合 【資料 1・２参照】 

    平成２３年から平成２７年の過去５年における総検挙件数は２，１４５件であり、こ

の内、９割以上にあたる２，０１９件が漁業者及び組織的密漁を除く非漁民による違反

でした。 

    平成２８年にあっても、同様の傾向が見られます。 

３ 月別割合(非漁民) 【資料３参照】 

    例年、マリンレジャーが活発化する７月及び８月の件数が、非漁民による密漁検挙件

数の６割以上を占めており、海水浴等を隠れ蓑として密漁に及んでいる傾向が見受けら

れます。 

 ４ 地域別検挙割合(非漁民) 【資料４参照】 

    平成２３年から平成２７年の過去５年における総検挙件数のうち、８割近くが日本海

問い合わせ先 

   第一管区海上保安本部 警備救難部 

     刑事課長 増 田 博 義 （内線 3170） 

  ℡０１３４－２７－０１１８ 

第一管区海上保安本部では平成２８年１月１日から８月３１日までに５４４件の漁業関

係法令違反を検挙しており、過去３年の漁業関係法令違反の年間検挙件数を大きく上回って

いる状況にあります。 

平成２３年から平成２７年までの過去５年間で管内部署において検挙した事案を分析し

た結果、漁業者及び組織的密漁を除く非漁民による密漁が大多数を占めており、本年も同様

の傾向が見受けられます。 

 北海道沿岸は豊富な水産資源に恵まれ、基幹産業として漁業が重要な役割を担っていると

ころ、安易な気持ちで非漁民による密漁が行われている傾向が強いものと分析され、第一管

区海上保安本部では、引き続き悪質事犯を含め非漁民による密漁取締りを徹底します。 

 また、一般市民の皆様が密漁等の違反を見かけた際には、「１１８番」への通報をお願い

し願いします。 



側及び太平洋西部での検挙となっており、これは海水浴等海洋レジャー環境が多い地域

での密漁が多いものです。 

５ 住居地割合(非漁民) 【資料５参照】 

    平成２３年から平成２８年８月３１日までに密漁に及んだ非漁民の住居地を分析し

たところ、各居住地近傍から海に出向き密漁に及んでいるほか、札幌市・旭川市等内陸

都市部からも全道各地で密漁に及んでいる傾向にあり、特に日本海側及び太平洋西部に

その傾向が強く見られます。 

６ 今後の対応 

    9月以降にも河口付近における秋さけ密漁の増加が懸念され、引き続き非漁民による

密漁取締りを徹底するとともに、漁業協同組合や関係機関との合同パトロールの実施等、

連携・情報共有の深化を図ってまいります。  
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【資料１ 漁業関係法令違反検挙件数の推移】

【資料2 非漁民違反割合】

【資料３ 月別割合】

【資料４ 地域別検挙件数】
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別 紙

平成２８年 悪質密漁事犯の概要

１ なまこ潜水器密漁事犯

（１）平成２８年６月２１日、小樽海上保安部では寿都町沿岸において潜

水器密漁取締りを行い、７名を現行犯逮捕し、なまこ５１８．４５キ

ログラムを押収するとともに、その後の捜査で３名を通常逮捕した。

（２）平成２８年７月１２日、留萌海上保安部では苫前町沿岸において潜

水器密漁取締りを行い、６名を現行犯逮捕し、なまこ１０８キログラ

ムを押収するとともに、その後の捜査で暴力団組員２名（幇助）を含

む４名を通常逮捕した。

２ 漁業者による悪質密漁事犯

（１）平成２８年７月４日、根室海上保安部では「かにかご」を使用して、

けがに、たらばがに、はなさきがに計７２２尾を採捕した漁船員４名

を現行犯逮捕した。

（２）平成２８年７月１１日、羅臼海上保安署では、刺し網を使用して、

けがに及びたらばがに計８２９尾を採捕した漁船船長を現行犯逮捕し

た。


